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ペーパー車検を行った指定自動車整備事業者を取消処分

三重県内の指定自動車整備事業者に対し、下記のとおり道路運送車両法の違反行
為により認証及び指定の取消などの行政処分を行いました。

また、ペーパー車検にかかわった、同市の認証工場２工場についても、併せて自動車
分解整備事業の停止の行政処分を行います。

今後とも自動車整備事業者に対する指導・監督に努めて参ります。

記

１ 違反の経緯
三重県内下記、指定自動車整備事業者に対し、ペーパー車検の疑いがあった

ため、三重運輸支局は監査を実施するとともに警察に情報提供を行った結果、
当該事業者は、平成２２年８月に逮捕され、同年１２月に５台の車両について、ペ
ーパー車検を行ったことによる、有罪判決が確定しました。

また、点検・整備及び検査を行わずに不正に保安基準適合証を交付し、自動
車検査証の有効期間を更新していた３７台の車両について事実確認ができたた
め、道路運送車両法の違反行為により認証及び指定の取消しなどの行政処分
に至りました。

２ 指定自動車整備事業者（事業場）の名称
有限会社西川自動車整備工場（三重県松阪市）

３ 不利益処分の内容
指定自動車整備事業の指定の取消
自動車検査員の解任命令
自動車分解整備事業の認証の取消

４ 違反条項
（１） 道路運送車両法第９１条第１項違反
（２） 道路運送車両法第９１条の３違反
（３） 道路運送車両法第９４条の５第１項違反
（４） 道路運送車両法第９４条の５第４項違反
（５） 道路運送車両法第９４条の６第１項違反

５ 違反の概要
（１） 点検整備及び検査を行わないで保安基準適合証に証明し、継続検査の手

続を行う、いわゆるペーパー車検を行った。
（２） 他の事業場で点検整備を行った車両の検査のみを行った。


